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令和６年１月２３日 

開議 １４時００分 

〇教育政策係長 末次麗子君 

 それでは、皆様お揃いですので、始めさせていただきたいと思います。 

 本日は、桃坂委員がオンラインでの御参加となっております。 

 さて、この度、尾崎委員が新たに教育委員として任命されましたので、開催に先立ち

まして、行橋市教育委員会の係長級以上の職員の紹介をさせていただきたいと思います。 

（教育部職員の紹介あり） 

以上で紹介を終わります。 

それでは、ただいまから令和６年第１回の定例教育委員会を開催したいと思います。 

 長尾教育長、お願いいたします。 

１.開会 

〇教育長 長尾明美君 

では、定足数に達していますので、令和６年第１回定例教育委員会を開会いたします。 

議事に入ります前に、新たに就任されました尾崎委員から一言御挨拶をいただきたい

と思います。 

尾崎委員、お願いいたします。 

〇委員 尾崎環君 

 皆さん、初めまして。稲童上に在住しております尾崎環と申します。 

 １１年前に今元小学校を最後にして、昨年末、このようなお話をいただいて、「えっ」

というようなかたちでしたけど、退職して１１年間、何かお役に立てることがあるんだ

ったらということで、お引き受けをしました。 

 本当に、今からまたお勉強させていただきたいと思っていますので、どうぞよろしく

お願いいたします。 

（拍手あり） 

〇教育長 長尾明美君 

尾崎委員、ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

２.前回会議録の承認 

〇教育長 長尾明美君 

それでは、前回会議録の承認を議題といたします。 

１２月の定例会の議事録を事前に御確認いただいておりますが、この件について、何か

御意見等がありましたらお願いします。 

（「ありません」の声あり） 

御異議がありませんので、承認することといたします。 
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なお、今回会議録の署名委員は、会議規則第１７条の規定により𠮷兼委員を指名します。

𠮷兼委員、お願いいたします。 

（𠮷兼君「お願いします」の声あり） 

３.教育長事務報告 

〇教育長 長尾明美君 

続きまして、教育長事務報告についてです。事前にお配りしている資料の１ページを

ご覧ください。１２月６日から１月２２日までの事務と、１月２３日から３１日までの

予定について記載しております。 

では、１月度事務について、御報告いたします。１月５日金曜日を皮切りに行橋商工

会議所をスタートに各校区等の賀詞交歓会に出席させていただきました。４年ぶりに校

区の皆さんとコミュニケーションが取れまして、非常に実りある時間を過ごさせていた

だくことができました。  

次に、１月１０日水曜日でございますが、渇水によりまして、行橋市渇水対策本部が

設置されました。本日時点の貯水率は２１．６パーセントと、非常に危機感を感じる数

字になっております。 

 対策についての貯水率のボーダーラインは２０パーセントということで考えておりま

して、まずは減圧を行い、その後、貯水率の状況を見ながら対策を講じていくこととな

ります。皆さんには節水の御協力をお願いするとともに、皆さんが出席される会議等、

コミュニケーションの場がありましたら、節水の呼びかけへの御協力もどうぞよろしく

お願いいたします。 

３点目は、１月１９日金曜日に、全国ＩＣＴ教育首長会議、東京都の産業貿易センタ

ーで行われた会議に出席をしてまいりました。内容については、第６回を迎えた日本Ｉ

ＣＴ教育アワードの表彰に加え、受賞自治体の実践発表となっております。発表された

内容につきましては、生成ＡＩやアバター・メタバース、チャットの活用等、先進的な

取組が進んでいる自治体に対して表彰が与えられておりました。 

 一方で、ＩＣＴの活用が進んでいない自治体もあることから、文部科学省の講演にお

いては、総合経済対策として、サードＧＩＧＡについては、２０２６年度中にＩＣＴ活

用状況を検証した上で在り方を検討する、といったお話もありました。 

また、講演の最後には、デジタル学習基盤を手放すわけにはいかないので、日常的な

ＩＣＴ活用をお願いしたい、と強く訴えられまして、当日の講演を聞いて、文科省の覚

悟というものが伝わる場面が多くございました。 

続いてお礼でございます。１月７日、二十歳のつどい、１月１５、１６、２２日と後

期の定期学校訪問に御出席いただきまして、誠にありがとうございました。定期学校訪

問は、２５日木曜日、中京中学校が最後となります。引き続き、御出席のほうをお願い
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したいと思います。 

次に、今後の主な日程ですけれども、１月２８日、ゆくはしシーサイドハーフマラソ

ンが行われます。市制７０周年のプレイベントとなりますので、大いに盛り上げてまい

りたいと思っているところです。  

 続いて１月２９日月曜日になりますが、コミュニティスクールの研修会を予定してい

ます。講師については、現在築上町で勤務をされております、元行橋市の校長でござい

ますが、榎さんに講師をお願いしております。  

 そして月末、１月３１日水曜日には、加配教員の配置要望の陳情ということで、１市

２町の教育長とともに、福岡県庁へ陳情に伺うことにしております。 

 報告については、以上になります。何か御質問や御意見等がありましたら、お願いい

たします。  

 𠮷兼委員、お願いします。 

〇委員 𠮷兼法子君 

 定期学校訪問に行ってまいりました。先ほど教育長から２０２６年からサードＧＩＧ

Ａということで、日常的なＩＣＴ計画を推進していきたいということでした。 

 学校訪問してですね、子どもたち、また担任もＩＣＴを活用して良い授業をしようと

いう気持ちがとてもよく伝わってきて、喜んでいるところです。 

 ちょっと気になったのは、やはりロール式のマグネットスクリーンでしたか、ちょっ

とやっぱり形が古くて見えにくいです。電子黒板ですね、形が古くて、遮光カーテンを

しても、どうしても見にくいことがありましたので、テレビ式のデジタルボードを導入

しているところが本当に良く見えて、美しくて、学習意欲もわくんだろうなと思ってお

りますので、ぜひ今後の方向としてデジタルボードの導入を考えていきたいなと思った

ところです。よろしくお願いいたします。 

〇教育長 長尾明美君 

 ありがとうございました。 

他には、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

それでは、以上で、事務報告を終わらせていただきます。𠮷兼委員、ありがとうござい

ました。 

４.議事 

（１）議案第１号 令和 5年度行橋市一般会計補正予算に対する意見について 

〇教育長 長尾明美君 

では、本日の議事に入りたいと思います。 

議案第１号 令和５年度一般会計補正予算に対する意見の申出についてです。こちら
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の審議につきましては、３月定例会に先立っての審議となりますので、非公開で進めた

いと思いますが、御異議ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

それでは、議案第１号は、非公開とさせていただきます。報告事項が終了した後に、審

議したいと思います。よろしくお願いします。 

 また、本日は報告事項の後に自由討議を予定しております。こちらについても討議事

項が次年度予算に関わるため、非公開で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

では、引き続き非公開にて自由討議を行いたいと思います。 

（２）議案第２号 教育委員会表彰について 

〇教育長 長尾明美君 

では、議案第２号 教育委員会表彰について、説明をお願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

 それでは、教育総務課から御説明いたします。資料の９ページをお願いします。 

教育委員会につきましては、主に学校教育、社会教育、体育・スポーツ・文化等の振興

発展について、その功績が顕著な方や教育委員会関係機関に対して多額の金品を寄附し

ていただいた方などを教育委員会として表彰してきております。 

今回、添付しておりますように、椿市校区の方について、これまでの子供会やＰＴＡ

活動などの社会教育活動や、約２０年という長きにわたって椿市小学校の子どもたちに

個人所有の畑や苗を無償で提供して、さつま芋掘りの体験活動支援を行っていただいて

いることなど、その功績を称えまして、教育委員会表彰を行おうとするものでございま

す。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりましたが、この件について、何か御質問、御意見等がありましたらお願

いいたします。 

 鬼頭委員、お願いします。 

〇委員 鬼頭良典君 

 この表彰の仕方というのは、何か場をつくってという感じになるのでしょうか。 

〇教育長 長尾明美君 

 𠮷本課長、お願いします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

 教育委員会の表彰規則というのがございまして、その中で感謝状を渡す、記念品を渡

す等々とあるんですが、いま予定しているのは、感謝状を作成いたしまして、教育長室

にお越しいただいて、教育長から感謝状を交付していこうと考えているところです。 



5 

 

〇委員 鬼頭良典君 

 ありがとうございます。 

後この件というか、情報提供というところで、いまＰＴＡのほうも九州ＰＴＡで、社

会活動に貢献が顕著な方に対して、きらりと輝く九州人大賞、みたいな表彰を昨年から

やっておるんですね。そういったところにもあげていただく方もいてもいいのかなと思

いましたので、情報提供でございます。 

〇教育長 長尾明美君 

 ありがとうございます。 

他には、よろしいでしょうか。 

（「はい」の声あり） 

では、ないようですので、採決いたします。 

議案第２号について、承認することに御異議ありませんか。 

（「ありません」の声あり） 

御異議がありませんので、承認することといたします。 

５.報告事項 

（１）報告第１号 12月定例議会の議案の議決状況について 

〇教育長 長尾明美君 

 では、報告事項に入ります。 

報告第１号 １２月定例議会の議案の議決状況について、説明をお願いいたします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

 それでは、引き続き、教育総務課から御説明いたします。資料は１３ページをお願い

します。この度の１２月定例議会では、教育委員会に係るものとして３つの議案を上程

しております。 

 まず、議案第１０９号 行橋市図書館等複合施設整備事業に係る事業変更契約の締結

について、事業契約約款に基づきまして、物価変動に応じた契約額の変更を行うもので

すが、賛成多数で原案可決いただいております。 

 続いて、議案第１１０号 令和５年度一般会計第３次補正予算のうち、教育委員会所管

分の主なものにつきましては、教育総務課では、タブレット端末をはじめとするＩＣＴ

機器の修繕料や来年度の学級数増加に伴うＩＣＴ環境整備にかかる予算など、学校管理

課では、同じく学級数増加に伴う備品購入費などを、防災食育センターでは、今年度実

施をしております給食費の無償化を受けまして、不登校や入院等で給食を停止している

世帯に対する給付金支給事業関連予算を、生涯学習課では、来年度、市制７０周年を迎

えるにあたり、リブリオ行橋で行います記念事業関連予算にかかる債務負担行為を、文

化課では、同じく７０周年記念事業として、お笑い芸人、野生爆弾くっきーの個展及び
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トークライブ関連予算や、末松謙澄漫画制作出版事業にかかる債務負担行為、スポーツ

振興課では、総合公園テニスコート及び庭球場の照明の不具合に対応するための予算、

またスポーツフェスタ事業の一環として、スポーツ分野での著名人による講演会等に係

る債務負担行為を、以上のような補正予算等を計上いたしまして、賛成多数で原案可決

いただいております。 

 最後に、人事案件についてでございますが、会議の前に御報告したとおり、村上前教

育委員の後任委員の人事案件を上程いたしまして、賛成多数により議会の同意をいただ

いたところでございます。 

 次の１４ページ以降は、文教厚生委員会での審議における各課への指摘事項等を添付

しております。ご覧になっていただいて、御意見、御指摘がありましたらお願いしたい

と思います。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。この件について、何か御意見等がありましたらお願いします。 

（「ありません」の声あり） 

（２）報告第２号 人事案件について 

〇教育長 長尾明美君 

では、報告第２号に入ります。人事案件について、説明をお願いいたします。 

〇教育総務課長 𠮷本康一君 

 資料は３９ページをお願いいたします。人事案件として２点ございます。 

 まず、育児休業に関することを教育総務課から、続きまして、会計年度任用職員に関

することを各課から御説明いたします。 

 ４０ページをご覧ください。まず、上段と中段ですが、スポーツ振興課に所属する職

員から、育児休業の申請がなされました。申請された休業期間は、令和６年１月４日か

ら１９日までとなっておりまして、今回、育児休業を承認する旨の発令と、育児休業を

解く旨の発令を行いました。また、下段につきましては、学校管理課に所属する職員に

関するものでございますが、休業期間は、令和６年１月２０日から令和６年１１月２９

日までとなっており、育児休業を承認する旨の発令を行ったところです。 

 いずれにつきましても、発令にあたりまして、教育委員会会議に諮る時間的猶予がな

かったために、教育長によります臨時代理を行いまして、本日、報告をさせていただい

たところでございます。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

続いて指導室から、会計年度任用職員について、御説明をお願いします。 

〇指導室長 三田井秀信君 

 指導室から説明をさせていただきます。行橋小学校に勤務しておりました工藤アシス
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タントティーチャーが、一身上の都合で退職されましたことを受けまして、１月１日付

で後任者が見つかりましたので、有松アシスタントティーチャーを採用しております。 

以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 学校管理課、お願いします。 

〇学校管理課 井上尚史君 

 ９月の定例教育委員会でも御説明させていただいたんですが、学校管理課職員が出産

のために産休を取得することに伴いまして、代替職員として会計年度任用職員を雇用い

たしました。その際は、出産予定日をもとに産後休暇の末日までということで、令和６

年１月１９日までの雇用期間としておりましたが、先月の１２月２１日に育児休業の申

し出がありましたので、雇用期間を年度末の３月３１日まで延長したことについて、御

報告するものです。説明は以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 では防災食育センター、お願いします。 

〇防災食育センター長 木村君彦君 

 １月１６日をもちまして、会計年度任用職員の学校給食調理員の１名が退職いたしま

したので、報告いたしました。この方は、御家庭で介護に専念するということで、退職

を希望されました。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 最後に生涯学習課、お願いします。 

〇生涯学習課長 森雅代君 

 生涯学習課の人事案件でございます。こちらは公民館職員の人事案件になります。 

 番号４から６の公民館長１名、主事２名が１２月末で退職となったため、１番の校区

公民館長と２番の校区公民館主事を１月１日より、また１番の公民館につきましては、

６番にございます主事であった方が館長採用となりまして、決定後の退職の届け出であ

ったため、募集決定期間の運用上、３番の方を１月１５日から新規にて雇用しておりま

す。 

 校区公民館については、館長・主事各１名の２名で従事しておりますので、不在が続

きますと業務に支障が生じるため、教育委員会にお諮りする前での雇用となっておりま

す。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

 説明が終わりました。この件について御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

（「ありません」の声あり） 

（３）報告第３号 行橋市学校給食費臨時給付金支給事業実施要綱の制定について 
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〇教育長 長尾明美君 

では、報告第３号 行橋市学校給食費臨時給付金支給事業実施要綱の制定について、セ

ンター長から説明をお願いします。 

〇防災食育センター長 木村君彦君 

 ４３ページをご覧ください。本市の小中学校の給食費は、令和５年９月から令和６年

３月までの期間、無償化されています。保護者の負担額はございません。この減免措置

等の公平性を図る観点から、市内の学校に在籍し、アレルギー及び不登校等の理由によ

り、学校給食の提供を受けていない児童生徒の保護者を対象に、保護者が給食費として

負担している相当額を給付するものでございます。 

 給付の金額は、保護者が給食費として負担している額に、９月から３月までの給食回

数１２５回を乗じた、小学校２万９, ６２５円、中学校、３万３, ３７５円を上限といた

します。支給対象者数は、小学生２５名、中学生４５名の計７０名と見込んでおります。 

なお、今回の実施要項の制定につきましては、教育長に対する事務委任規則により、

本日、事後での報告とさせていただくものでございます。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。この件について御意見、御意見等がありましたらお願いします。 

（「ありません」の声あり） 

（４）報告第４号 第４次行橋市子ども読書活動推進計画(案)に対するパブリックコメ

ントの実施について 

〇教育長 長尾明美君 

では続いて、報告第４号 第４次行橋市子ども読書活動推進計画案に対するパブリッ

クコメントの実施について、説明をお願いします。 

〇生涯学習課長 森雅代君 

 それでは、生涯学習課から御説明いたします。本日、別紙におきまして第４次行橋市

子ども読書活動推進計画案をお配りさせていただいております。こちらの計画内容につ

きまして、御説明いたします。５２ページをご覧ください。 

 こちらの目的でございます。子ども読書活動の推進に関する法律第９条第２項の規定

に基づきまして、全ての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活

動が行うことができるよう、積極的にその環境整備を行うため、現在、第３次行橋市子

ども読書活動推進計画を平成３１年度から令和５年度までの５年間を計画期間として策

定しております。 

 現在進行中の行橋市子ども読書活動推進計画が令和５年度に終期を迎えるため、この

度、第４次計画を策定するものでございます。こちらの計画期間といたしましては、令

和６年度から令和１０年度の５年間としております。 
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 策定するにあたりまして、家庭、学校、公共図書館、学校図書館、幼稚園、保育所等

の関係団体より委員を任命いたしまして、行橋市子ども読書活動推進計画策定委員会を

設置、昨年８月に１７名の委員を委嘱し、検討を重ねるとともに、学校及び児童生徒へ

のアンケートを実施し、素案を策定いたしました。 

 アンケートにつきましては、昨年１０月、全小中学校に学校図書館評価、また小学校

４校、中学校３校に各学年１学級以上を抽出していただきまして、児童生徒に対して読

書に関するアンケートを行いました。回答件数は、小学校９８４件、中学校４１５件の

合計１, ３９９件となっております。 

 今回の第４次計画につきましては、国や県の動向を踏まえ、新たに多様な子どもたち

の読書機会の確保、またデジタル社会に対応した読書環境の整備等を加えた内容として

おります。つきましては、２月１日から１５日の期間でパブリックコメントを実施いた

します。案につきましては、別途お配りしております計画案をホームページ上で公開、

及び市内公民館、また市役所にて書面を設置、御意見を募集していく予定としておりま

す。結果を受けまして、再度、策定委員会を開き、３月下旬をめどに完成の予定でござ

います。以上です。 

〇教育長 長尾明美君 

説明が終わりました。この件について御質問、御意見等がありましたらお願いします。 

（「ありません」の声あり） 

では、その他に入ります。 

その他ですが、他に追加等はよろしいでしょうか。 

（「ありません」の声あり） 

では、次回開催日について、説明をお願いいたします。 

〇教育政策係長 末次麗子君 

次回開催日についてですが、２月２０日火曜日、午前１０時からで御都合はいかがで

しょうか。 

〇教育長 長尾明美君 

 ２月２０日１０時からで、いかがでしょうか。 

（会場内の委員「大丈夫です」の声あり） 

 桃坂委員、大丈夫でしょうか。 

〇委員 桃坂克己君 

 またオンラインになるかもしれません。 

〇教育長 長尾明美君 

 出席予定で大丈夫ですか。 

（桃坂君「はい」の声あり） 
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〇教育長 長尾明美君 

では、次回定例教育委員会会議の日程は、２月２０日１０時から、場所はこちらを予

定でいいですか。 

〇教育政策係長 末次麗子君 

こちらの第２委員会室を予定しておりますが、変わるようでしたら、改めて御連絡差

し上げたいと思います。 

〇教育長 長尾明美君 

 では、よろしくお願いいたします。 

（１４時３０分） 

閉会 １５時４３分 


